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参 考２ 

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する 
特別措置法に基づく電気事業者の義務について 

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（平成 23 年

法律 108 号）に基づき電気事業者に課せられている義務については、以下のとおり。 

○特定契約の申込みに応ずる義務 

第四条 電気事業者は、特定供給者から、当該再生可能エネルギー電気について特定契約

（当該特定供給者に係る認定発電設備に係る調達期間を超えない範囲内の期間（当該再

生可能エネルギー電気が既に他の電気事業者に供給されていた場合その他の経済産業省

令で定める場合にあっては、経済産業省令で定める期間）にわたり、特定供給者が電気

事業者に対し再生可能エネルギー電気を供給することを約し、電気事業者が当該認定発

電設備に係る調達価格により再生可能エネルギー電気を調達することを約する契約をい

う。以下同じ。）の申込みがあったときは、その内容が当該電気事業者の利益を不当に害

するおそれがあるときその他の経済産業省令で定める正当な理由がある場合を除き、特

定契約の締結を拒んではならない。 

２ 経済産業大臣は、電気事業者に対し、特定契約の円滑な締結のため必要があると認め

るときは、その締結に関し必要な指導及び助言をすることができる。  

３ 経済産業大臣は、正当な理由がなくて特定契約の締結に応じない電気事業者があると

きは、当該電気事業者に対し、特定契約の締結に応ずべき旨の勧告をすることができる。  

４ 経済産業大臣は、前項に規定する勧告を受けた電気事業者が、正当な理由がなくてそ

の勧告に係る措置をとらなかったときは、当該電気事業者に対し、その勧告に係る措置

をとるべきことを命ずることができる。 

○接続の請求に応ずる義務 

第五条 電気事業者（特定規模電気事業者を除く。以下この条において同じ。）は、前条第

一項の規定により特定契約の申込みをしようとする特定供給者から、当該特定供給者が

用いる認定発電設備と当該電気事業者がその事業の用に供する変電用、送電用又は配電

用の電気工作物（電気事業法第二条第一項第十六号に規定する電気工作物をいう。第三

十九条第二項において同じ。）とを電気的に接続することを求められたときは、次に掲げ

る場合を除き、当該接続を拒んではならない。 

一 当該特定供給者が当該接続に必要な費用であって経済産業省令で定めるものを負担

しないとき。 

二 当該電気事業者による電気の円滑な供給の確保に支障が生ずるおそれがあるとき。  

三 前二号に掲げる場合のほか、経済産業省令で定める正当な理由があるとき。  

２ 経済産業大臣は、電気事業者に対し、前項に規定する接続が円滑に行われるため必要

があると認めるときは、当該接続に関し必要な指導及び助言をすることができる。  

３ 経済産業大臣は、正当な理由がなくて第一項に規定する接続を行わない電気事業者が

あるときは、当該電気事業者に対し、当該接続を行うべき旨の勧告をすることができる。  

４ 経済産業大臣は、前項に規定する勧告を受けた電気事業者が、正当な理由がなくてそ

の勧告に係る措置をとらなかったときは、当該電気事業者に対し、その勧告に係る措置

をとるべきことを命ずることができる。 
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○納付金の徴収及び納付義務 

第十一条 費用負担調整機関は、第十九条第二項に規定する業務に要する費用及び当該業

務に関する事務の処理に要する費用（次条第二項において「事務費」という。）に充てる

ため、経済産業省令で定める期間ごとに、電気事業者から、納付金を徴収する。  

２ 電気事業者は、前項の納付金（以下単に「納付金」という。）を納付する義務を負う。 

 


